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生活保護法における介護扶助制度について 

 

 

生活保護法による介護サービスの提供及び援助等につきまして、日ごろから格別の

ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、本市では、生活保護受給者の高齢化が進んでおり、介護扶助を受給している

被保護者数も増加傾向にあります。 

そこで、生活保護法における介護扶助制度の趣旨、事務取扱等について、改めて、

指定介護機関介護担当規程等と併せて周知いたしますのでご配慮願います。 

　今後とも、生活保護法における介護扶助の適正実施についてご協力を賜りますよう

重ねてお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

事務担当：富山市福祉保健部 

生活支援課 

TEL　076-443-2114 

FAX　076-433-5316 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

 



生活保護法における介護扶助制度について 

 

１　介護機関の指定申請と変更等の届出について 

介護事業者が生活保護を受けている方に対し介護サービスを提供する場合は、事前に

生活保護法の指定介護機関として、指定を受ける必要があります。 

富山県では、富山市内に所在する介護事業所については、富山市長が、それ以外の市

町村に所在する介護事業所については、富山県知事が指定を行います。 

 

(１) 平成 26 年 6 月 30 日以前に介護保険法の指定を受けた介護機関（地域密着型介護　　

老人福祉施設及び介護老人福祉施設を除く。） 

指定申請が必要です。 

なお、申請書式は富山市生活支援課にありますので、ご連絡ください。 

富山市生活支援課：TEL　076-443-2114 

 

(２) 平成 26 年 7 月 1 日以降に介護保険法の指定を受けた介護機関 

生活保護法による指定介護機関の指定を受けたものとみなし、申請は不要です。 

 

また、指定介護機関は、みなし指定の事業所も含め、指定介護機関の名称、所在地や

管理者の変更等がある場合、休廃止をする場合等は、介護保険法とは別途に、生活保護

法に基づく届出が必要ですので、ご注意ください。 

なお、申請書式は富山市生活支援課にありますので、ご連絡ください。 

富山市生活支援課：TEL　076-443-2114 

 

２　申請書及びケアプランの提出について 

生活保護受給者の介護扶助費を国民健康保険団体連合会（以降、国保連）へ請求する

には、福祉事務所が発行した介護券が必要です。 

福祉事務所では、被保護者の方から提出された、保護申請書の一般事項のほか、要介

護認定結果通知書（写）、被保険者証（写）、ケアプラン（写）をもとに介護扶助の決定

を行います。 

ただし、要保護者が希望する場合や保護の迅速な決定に支障が生ずるおそれがある場

合には、福祉事務所は、介護事業所に直接ケアプランを提出するよう求めることもあり

ます。 

なお、福祉事務所にケアプランを提出する際は、あらかじめ本人の守秘義務解除の同

意を得る等、個人情報の取扱いに十分ご留意ください。 

 

３　介護報酬等の請求手続きについて 

居宅介護支援費・介護予防支援費（ケアプラン作成費）は、被保護者が介護保険の被

保険者である場合は、介護保険から全額給付されます。被保護者が被保険者でない場合

は、介護扶助で全額支払われます。 

被保険者でない者の場合は、福祉事務所から「生活保護法介護券」の交付を受けてか

ら、国保連に請求します。 



国保連への請求の際は、福祉事務所から交付された介護券の内容を確認し、受給者番

号等必要事項を正しく転記し、介護給付費明細書を作成して請求してください。 

なお、生活保護制度は他の法律や施策の優先活用が原則ですので、介護扶助による公

費負担の優先順位は、最後になります。 

入院等により、サービス提供がなかった場合は、送付された介護券を当該福祉事務所

に返送してください。 

 

４　本人支払額 

福祉事務所では、介護扶助を決定する際に、被保護者が負担できる収入があると認定

した場合には、その負担できる額を「本人支払額」として介護券に記入します。 

交付された介護券に本人支払額が記入されている場合は、その額を当該被保護者に請

求してください。介護給付費明細書には、「公費分本人負担額」の欄に自己負担額を記

載し、その額を差し引いた額を「公費請求額」の欄に記載します。 

なお、本人支払額の上限額は、15,000 円です。ただし、施設入所者については、15,000

円に食費を加えた額となりますのでご留意ください。 

 

５　その他 

原則として、生活保護法に基づく指定介護機関のみが生活保護受給者にサービスを提

供することができます。 

富山市にて生活保護を受けている方に対し、初めて介護サービスを提供する場合には、

貴機関が生活保護法による指定を受けているかどうか、富山市生活支援課に確認するよ

うお願いいたします。 

「急迫した事情その他やむを得ない事情がある場合」には、指定介護機関以外の事業

者（基準該当サービスの提供事業者等）の利用も認められますが、国保連を通じた支払

いができません。（福祉事務所からの直接払いになります。） 

被保護者が指定介護機関の指定を受けていない事業者のサービスを希望した場合は、

事前に福祉事務所へ相談してください。 

また、介護認定の変更や利用事業者の増減があった場合、医療機関に入院する場合等、

変更事項が生じた場合は、まず当該福祉事務所にご連絡ください。その他、日々の業務

で生じたご不明点や相談事項についても、当該福祉事務所にご相談くださいますようお

願いいたします。 

 



指定介護機関介護担当規程 

平成１２年３月３１日 

厚生省告示第１９１号 

 

　（指定介護機関の義務） 

第１条　指定介護機関は、生活保護法に定めるところによるほか、この規程の定めるとこ

ろにより、介護を必要とする被保護者（以下「要介護者」という。）の介護を担当しなけ

ればならない。 

　（提供義務） 

第２条　指定介護機関は、保護の実施機関から要介護者の介護の委託を受けたときは、当

該要介護者に対する介護サービスの提供を正当な事由がなく拒んではならない。 

　（介護券） 

第３条　指定介護機関は、要介護者に対し介護サービスを提供するに当たっては、当該要

介護者について発給された介護券が有効であることを確かめなければならない。 

　（援助） 

第４条　指定介護機関は、要介護者に対し自ら適切な介護サービスを提供することが困難

であると認めたときは、速やかに、要介護者が所定の手続をすることができるよう当該

要介護者に対し必要な援助を与えなければならない。 

　（証明書等の交付） 

第５条　指定介護機関は、その介護サービスの提供中の要介護者及び保護の実施機関から

生活保護法（昭和 25年法律第 144 号）による保護につき、必要な証明書又は意見書等の

交付を求められたときは、無償でこれを交付しなければならない。 

　（介護記録） 

第６条　指定介護機関は、要介護者に関する介護記録に、介護保険の例によって介護サー

ビスの提供に関し必要な事項を記載し、これを他の介護記録と区別して整備しなければ

ならない。 

　（帳簿） 

第７条　指定介護機関は、介護サービスの提供及び介護の報酬の請求に関する帳簿及び書

類を完結の日から 5 年間保存しなければならない。 

　（通知） 

第８条　指定介護機関は、要介護者について次のいずれかに該当する事実のあることを知

った場合には、速やかに、意見を付して介護券を発給した保護の実施機関に通知しなけ

ればならない。 

一　要介護者が正当な理由なくして、介護サービスの提供に関する指導に従わないとき。 

二　要介護者が詐欺その他不正な手段により介護サービスの提供を受け、又は受けよう

としたとき。 

 



生活保護法第 54 条の 2 第 5 項において準用する同法第 52

条第 2 項の規定による介護の方針及び介護の報酬 

平成１２年４月１９日 

厚生省告示第２１４号 

 

一　指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11 年厚生省令第

37 号）第 127 条第３項第３号に規定する利用者が選定する特別な居室の提供及び同令第

145 条第３項第３号に規定する利用者が選定する特別な療養室等の提供は、行わない。 

二　指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 18 年厚生労

働省令第 34 号）第 136 条第３項第３号に規定する入所者が選定する特別な居室の提供

は、行わない。 

三　指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11 年厚生省令第 39

号）第９条第３項第３号に規定する入所者が選定する特別な居室の提供は、行わない。 

四　介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成 11 年厚生省令

第 40 号）第 11 条第３項第３号に規定する入所者が選定する特別な療養室の提供は、行

わない。 

五　介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成 30 年厚生労働省令第

５号）第 14 条第３項第３号に規定する入所者が選定する特別な療養室の提供は、行わ

ない。 

六　指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成 18 年厚生労働省令第

35 号）第 135 条第３項第３号に規定する利用者が選定する特別な居室の提供及び同令第

190 条第３項第３号に規定する利用者が選定する特別な療養室等の提供は、行わない。 

七　介護保険法（平成９年法律第 123 号）第 51 条の３第１項に規定する特定入所者に対

しては、同条第２項第１号に規定する食費の基準費用額又は同項第２号に規定する居住

費の基準費用額を超える費用を要する食事又は居室の提供は、行わない。 

八　介護保険法第 51 条の３第５項に基づき特定入所者介護サービス費の支給があったも

のとみなされた場合にあっては、同条第２項第１号に規定する食費の負担限度額又は同

項第２号に規定する居住費の負担限度額を超える額の支払を受けてはならない。 

九　介護保険法第 61 条の３第１項に規定する特定入所者に対しては、同条第２項第１号

に規定する食費の基準費用額又は同項第２号に規定する滞在費の基準費用額を超える

食事又は居室の提供は、行わない。 

十　介護保険法第 61 条の３第５項に基づき特定入所者介護予防サービス費の支給があっ

たものとみなされた場合にあっては、同条第２項第１号に規定する食費の負担限度額又

は同項第２号に規定する滞在費の負担限度額を超える額の支払を受けてはならない。


